
大阪狭山市の給与・定員管理等について 
１ 総括 
 
 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

 (18年度末) 

歳 出 額 

        Ａ
実質収支 

人 件 費 

      Ｂ

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

17年度の 

人件費率 

18年度 57,772人 
千円

15,251,071 

千円

50,036 

千円

4,339,344 

％ 

28.5 

％

26.4 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含んでいます。 
 
  職員給与費の状況（普通会計決算） 

給     与     費 

区 分 
職員数 

Ａ 給  料 職員手当 
期 末 ・ 

勤勉手当 
計  Ｂ

一人当たり 

給 与 費 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

類似団体平均

一人当たり 

給 与 費 

18年度 387人 
千円 

1,678,425 

千円

492,893  

千円

772,282  

千円

2,943,600  

千円 

7,606  

千円

6,809 

（注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。 
   ２ 職員数は、１８年４月１日現在の人数です。 
 
 特記事項（給与削減措置の状況）  
① 特別職等の給与削減措置の実施（15 年 7 月～19 年 3 月・19 年 7 月～23 年 3 月） 
市長、副市長及び教育長の給与の 10％を削減しています。 
※ ただし、20 年 4 月～22 年 3 月の２年間は更に５％削減し、15％を削減します。 

② 管理職手当の削減措置の実施（15 年 10 月～当分の間） 
  管理職手当の 10％を削減しています。 
 ③ 一般職の給与削減措置の実施（20 年 4 月～22 年 3 月） 
  一般職の職員の給与を 3％削減します。あわせて、期末手当の支給率を年間 0.1 月分削減します。 
 
 ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

区  分 １４年（Ａ） １９年（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 

大阪狭山市 １０３．３ ９８．５ △４．８ 

全国市平均 １０１．２ ９７．９ △３．３ 

類似団体平均 １００．７ ９８．５ △２．２ 

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す

指数として用いられるものです。 
   ２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも

のです。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 
 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在） 
① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

大阪狭山市 ４５．２歳 ３６３，８３３円 ４７０，５１３円 ４５５，３０３円 

大 阪 府 ４４．３歳 ３４９，１５３円 ４５７，７０８円 ４０９，２５０円 

国 ４０．７歳 ３２５，７２４円 ― ３８３，５４１円 

類似団体 ４４．８歳 ３５５，５１８円 ４４６，１１７円 ４１２，２４３円 

 
② 技能労務職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

大阪狭山市 ４１．８歳 ３２２，５００円 ３９６，７７８円 ３９１，６８７円 

大 阪 府 ４７．３歳 ３２３，２４２円 ４０７，６９０円 ３７７，４５７円 

国 ４８．８歳 ２８７，０９４円 ― ３２０，５１４円 

類似団体 ４０．７歳 ３３１，１５５円 ３９１，１３９円 ３７１，７１０円 

 
 
 



 
③ 教 育 職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
大阪狭山市 ４６．９歳 ３８１，８７４円 ４４６，１３７円 

大 阪 府 ４４．４歳 ３７３，６８２円 ４５４，３８４円 

類似団体 ４３．３歳 ３５０，３３５円 ３９９，６０３円 

 （注）１ 「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 
        ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに

されているものです。 
また、「平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤

務手当などの手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したも

のです。 
 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在） 

区     分 大阪狭山市 大 阪 府 国 

大 学 卒 183,800 円 176,800 円 170,200 円 

一般行政職 
高 校 卒 153,800 円 142,800 円 138,400 円 

高 校 卒 148,000 円 136,400 円 135,600 円 

技能労務職 
中 学 卒 134,000 円 ― ― 

大 学 卒 183,800 円 197,400 円 ― 

教 育 職 
高 校 卒 170,200 円 ― ― 

 
 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在） 

区    分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

大学卒 ― ３１８，５１２円 ― 
一般行政職 

高校卒 ― ２７９，３２５円 ― 

高校卒 ― ― ― 
技能労務職 

中学卒 ― ― ― 

大学卒 ― ― ― 
教 育 職 

高校卒 ― ― ― 

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいい、それ以外

の場合は、就職前の職務経験年数を換算し、在職年数に加算した年数をいいます。 
 



 
３ 一般行政職の級別職員数等の状況 
  一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

標準的な 
職務内容 主事補 主 事 主 事 主 査 主 幹 課 長 部 長 

計 

職員数 6 人 4 人 45 人 105 人 24 人 41 人 9 人 234 人 

構成比 2.6% 1.7% 19.2% 44.9% 10.3% 17.5% 3.8% 100.0% 

1 年前の 
構成比 1.7% 0.4% 21.3% 43.9% 12.6% 14.2% 5.9% 100.0% 参 

 
考 5 年前の 

構成比 0.0% 1.5% 32.0% 35.7% 8.3% 18.4% 4.1% 100.0% 

（注）１ 市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
   ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

３ 平成１８年に旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合し、９級制から７級制に

変更しています。 
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 昇給期間短縮の状況 

区       分 全 職 種 
職   員   数  Ａ ４３６人 

普通昇給期間（12～24月）を 
短縮して昇給した職員数 Ｂ － 人 １９年度 

比      率  Ｂ／Ａ － ％ 



職   員   数  Ａ ４５１人 

普通昇給期間（12～24月）を 
短縮して昇給した職員数 Ｂ － 人 １８年度 

比      率  Ｂ／Ａ － ％ 
 
４ 職員の手当の状況 
 
  期末手当・勤勉手当 

大阪狭山市 大 阪 府 国 
１人当たり平均支給額（１８年度） 
        １，９７０千円 

１人当たり平均支給額（１８年度）

１，８９６千円 － 

（１８年度支給割合） 
期末手当   勤勉手当 
３．０ 月分 １．４５ 月分 

（１．６）月分（０．７５）月分 

（１８年度支給割合） 
期末手当   勤勉手当 
３．０ 月分 １．４５ 月分 

（１．６）月分（０．７５）月分 

（１８年度支給割合） 
期末手当   勤勉手当 
３．０ 月分 １．４５ 月分 

（１．６）月分（０．７５）月分 
（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 
 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 
・管理職加算 １０～２５％ 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による 
加算措置 
・役職加算   ５～２０％ 
・管理職加算 １０～２５％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 
 
 退職手当（１９年４月１日現在） 

大阪狭山市 国 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分 

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分 

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分 

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

 退職前５年間の役職に応じた調整額 

 

1人当たり 
平均支給額   12,260千円  25,760千円 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分 

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分 

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分 

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 
 退職前５年間の役職に応じた調整額 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額です。 
 
 

 地域手当（１９年４月１日現在） 

支 給 実 績（１８年度決算） １９９，２８２千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） ４６３，４４４ 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域 １０％ ４１５人 １０％ 



 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 
支給実績（１８年度決算）  ２，８９１千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） ６２，８３０ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）   １０．４ ％ 

支給職員数（１９年４月１日現在）     ４６ 人 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年４月１日現在）   １０．６ ％ 

支給職員１人当たり平均支給月額（１９年４月１日現在）  ５，４７８ 円 

手当の種類（手当数） ８種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対 

する支給単価 

市税等徴収手当 徴収事務に従事した職員 

市税、国民健康保険料又は介護

保険料を徴収するため実地に

訪問し納入の督励及び徴収事

務 

日額  ２００円 

社会福祉事務手当 
実地調査又は指導等に従

事した職員 

生活保護法の規定に基づき

その被保護者又は要保護者

の住居等を訪問して実地調

査又は指導の業務 

上記以外で、援護、育成又は

更生の措置を要する者等の

家庭を訪問し、これらの者に

面接し本人の環境等を調査

し、保護その他の措置の必要

の有無及びその種類を判断

し本人に対し生活指導を行

う等の業務 

日額  ３００円 

 

 

 

日額  ２００円 

 

 

 

 

 

下水処理作業手当 処理作業に従事した職員 
管渠等での汚水、汚泥等のしゅ

んせつ搬出作業 
日額  ５００円 

行旅病人等収容護送手

当 

収容又は護送に従事した

職員 

行旅病人の収容又は護送 

行旅死亡人の収容又は護送 

１件  ５００円 

１件３，０００円 

死獣処理手当 処理作業に従事した職員 
犬、猫その他これらに類するも

のの死体の処理作業 
１回  ５００円 

感染症防疫作業手当 消毒作業に従事した職員 感染症の予防消毒作業 １回  ５００円 

危険手当 危険業務に従事した職員 

交通を遮断することなく道

路上で行う作業 

毒物及び劇物取締法規定す

る薬品等を使用して行う作

業 

地上５メートル以上の足場

の不安定な箇所で行う作業 

日額  ５００円 

救急出動手当 
救急救命士の資格を有す

る消防職員 
救急救命業務 １回  ５００円 

 
 時間外勤務手当 

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） ５７，６８９千円 

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）    １３４千円 

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ） ７４，６０７千円 

職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）    １６８千円 



 その他の手当（１９年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(18年度決算) 

支 給 職 員

１人当たり

平均支給年額

(18年度決算)

扶養手当 

配偶者         13,000円 

配偶者以外の扶養親族のうち 

2人まで 6,000円 

（扶養親族でない配偶者がある場合そのう

ち1人については、6,500円） 

3人目以下        5,000円 

（ただし、配偶者のない職員の場合には、

扶養親族のうち1人は11,000円） 

16歳から22歳の子がある場合の加算額   

1人につき 5,000円 

同じ  71,451千円 246,382円

住居手当 

借家・借間居住者 

家賃が12,000円を超え23,000円まで 

家賃額に応じて最高11,000円 

家賃が23,000円を超える場合 

 家賃額に応じて最高27,000円 

持家居住者 

自ら所有する場合   5,500円 

（ただし、新築、購入の場合は、 

５年を経過するまでは8,000円） 

同じ 

 

 

 

 

 

 

異なる

 

 

 

 

 

 

－ 

 

2,500円 

30,340千円 111,134円

通勤手当 

交通機関等利用者 

運賃が 55,000 円以下については運賃相当

額（６箇月定期券相当分支給） 

自動車等交通用具使用者 

距離に応じて2,000円～24,500円 

同じ  28,196千円 78,539円

管理職手当 管理・監督の職にある職員の役職に応じて、

36,000円～72,000円 
異なる

給料月額の

100分の25

を超えない

範囲内の額

103,716千円 521,186円

休日勤務 
手  当 

休日勤務１時間につき勤務１時間当たりの

給与額に100分の135を乗じて得た額 
同じ  19,655千円 418,191円

 
５ 特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）（ ）内は１９年７月～ 

区     分 給 料 月 額 等                     

（参考）類似団体における最高／最低額 

給 
 

料 

 
市     長 

 
副  市  長 

 
 

 
９００，０００円 

  （８１０，０００円） 
７６０，０００円 

  （６８４，０００円） 
 

987,000円   ／   435,000円 

 

815,000円   ／   612,800円 

 

 

報 
 

酬 

議     長 
 

副  議  長 

５５１，０００円 
 

４９４，０００円 

737,200円   ／   400,000円 

 

652,700円   ／   350,000円 



 
議     員 

 

 
４７５，０００円 

 

 

590,900円   ／   320,000円 

 

市     長 
副  市  長 

 （１８年度支給割合） 
                ４．４５月分 
 

期 
末 
手 
当 

議     長 
副  議  長 
議     員 

 （１８年度支給割合） 
                ４．４５月分 

退 
職 
手 
当 

 
市     長 

 
副  市  長 

 
 

 （算定方式）                 （１期の手当額）    （支給時期）

給料月額×４５／１００×在職月数  １７，４９６千円   任期毎 
                 （１９，４４０千円） 
給料月額×３０／１００×在職月数   ９，８５０千円   任期毎 
                 （１０，９４４千円） 

 
（注）１ 給料、報酬及び退職手当の（ ）内は、減額措置を行う前の金額です。 
      ２ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８

月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
 

６ 職員数の状況 

 
 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

職 員 数 区 分 

部 門 １８年 １９年 

対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

議  会 

総  務 

税  務 

労  働 

民  生 

衛  生 

農林水産 

商  工 

土  木 

４ 

７５ 

２２ 

１ 

７２ 

３０ 

４ 

３ 

３１ 

４

７７

２２

１

６９

３０

３

３

２７

０

２

０

０

△３

０

△１

０

△４

  

 欠員補充（２） 

  

  

 欠員不補充（△３） 

  

 欠員不補充（△１） 

  

 欠員不補充（△４） 

一 

 

般 

 

行 

 

政 

 

部 

 

門 
計 ２４２ ２３６ △６

 ＜参考＞ 

人口 1,000 人当たり職員数   4.09 人
（類似団体の人口 1,000 人当たり職員数 4.85 人）

教育部門 ９０ ８３ △７  事務の民間等委託（△７） 

消防部門 ７１ ６９ △２  欠員不補充（△２） 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

 

部 

 

門 

小  計 ４０３ ３８８ △１５
 ＜参考＞ 

人口 1,000 人当たり職員数   6.72 人
（類似団体の人口 1,000 人当たり職員数 6.52 人）

 
公 
営 
企 
業 
等 

水  道 

  

下 水 道 

  

そ の 他 

２１ 

  

９ 

  

１９ 

２１

  

９

  

１９

０

  

０

  

０

  

  

  

  

  



会 
計 

部 

門 

小  計 ４９ ４９ ０   

合    計 
４５２ 

［４７０］ 

４３７

［４７０］

△１５

［０］

 ＜参考＞ 

人口 1,000 人当たり職員数   7.56 人

（注）１ 職員数は、一般職に属する職員数であり、教育長を含みます。 
      ２ ［   ］内は、条例定数の合計です。 
 
 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在） 

区分 
20 歳 

未満 

20 歳 

 

23 歳 

24 歳 

 

27 歳 

28 歳 

 

31 歳 

32 歳

 

35 歳

36 歳

 

39 歳

40 歳

 

43 歳

44 歳

 

47 歳

48 歳

 

51 歳

52 歳 

 

55 歳 

56 歳 

 

59 歳 

60 歳

以上
計 

職員数 1 人 8 人 10 人 20 人 65 人 76 人 32 人 43 人 56 人 85 人 40 人 0 人 436 人

男 1 人 7 人 9 人 11 人 50 人 59 人 24 人 24 人 43 人 69 人 34 人 0 人 331 人男
女
別
内
訳 女 0 人 1 人 1 人 9 人 15 人 17 人 8 人 19 人 13 人 16 人 6 人 0 人 105 人

2.3%

4.6%

17.4%

9.9%

12.8%

19.5%

9.2%

0.0%

4.0%

14.2%
13.7%

16.9%
16.3%

11.9%

0.0%

14.9%

7.4%

0.2%

1.8%

9.1%

5.4%

6.9%

0.2%
1.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

20歳
未満

20～
23歳

24～
27歳

28～
31歳

32～
35歳

36～
39歳

40～
43歳

44～
47歳

48～
51歳

52～
55歳

56～
59歳

60歳
以上

構成比 5年前の構成比

 

 
 
 
 



 職員数の推移（各年４月１日現在） 

年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度

職員数 541 人 533 人 526 人 520 人 508 人 487 人 468 人 451 人 436 人

436

451

468

487

508

520

526

533

541

400

450

500

550

11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

人数
(人)

 
 
 定員適正化計画の状況 

① 定員適正化目標（数・率） 

計画期間 
始 期 終 期 

数値目標 

平成１７年４月１日 平成２２年３月３１日 ５年間で４７人（10.0％）の削減を目標とします。

 
② 平成２２年４月１日現在における定員の数値目標 

 平成１７年４月１日における職員数４６８人（教育長を除く）を基準として、５年間で４７人（１０．

０％）の職員数の削減を行い、平成２２年４月１日における目標職員数を４２１人とします。 

 
③ 過去の定員適正化の実績（各年４月１日現在） 

職 員 数             区 分

部 門 １２年 １８年 
増減数 増減率 

一 般 行 政 ２８９ ２４２ △４７ △１６．３％ 



特 別 行 政 １９８ １６１ △３７ △１８．７％ 

公営企業等会計 ４７ ４９ ２ ４．３％ 

計 ５３４ ４５２ △８２ △１５．４％ 

（注） 職員数には教育長を含みます。 
 
７ 公営企業職員の状況 

 
 水道事業 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総 費 用 

 
Ａ 

純損益又は実
質収支 

職員給与費 
 

Ｂ

総費用に占める
職員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

(参考)１７年度の
総費用に占める職
員給与比率 

千円 千円 千円 ％ ％

18 年度 
1,231,951 98,086 208,953 17.0 20.7 

 

給      与      費 

区 分 
職員数 

Ａ 給  料 職員手当 
期 末 ・ 

勤勉手当 
計  Ｂ

一人当たり 

給 与 費 

Ｂ/Ａ 

（参考） 

類似団体平均

一人当たり 

給 与 費 

18 年度 21 人 
千円 

95,944 

千円

27,133  

千円

45,100  

千円

168,177  

千円 

8,008  

千円

6,895 

（注）１ 職員手当には退職給与金は含んでいません。 

   ２ 職員数は、１９年３月３１日現在の人数です。 

 

イ 特記事項（給与抑制措置の状況） 
① 管理職手当の削減措置の実施（15 年 10 月～当分の間） 

   管理職手当の 10％を削減しています。 
 ② 一般職の給与削減措置の実施（20 年 4 月～22 年 3 月） 

   一般職の職員の給与を 3％削減します。あわせて、期末手当の支給率を年間 0.1 月分削減します。 

 
② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１９年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

大阪狭山市 ４７．７歳 ４４１，１９６円 ６６５，２０８円 

団 体 平 均 ４５．３歳 ３７５，６６６円 ５７２，９４３円 

事 業 者   － 歳     －   円 

 （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含んでいます。 



③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

大阪狭山市 一般行政職 

１人当たり平均支給額（１８年度） 
            ２，１４８千円 

１人当たり平均支給額（１８年度） 
            ２，０６０千円 

（１８年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
    ３．０  月分  １．４５  月分 
     （１．６）月分 （０．７５）月分 

（１８年度支給割合） 
        期末手当      勤勉手当 
    ３．０  月分  １．４５  月分 
     （１．６）月分 （０．７５）月分 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算  ５～２０％ 
 (注)  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。 

イ 退職手当（１９年４月１日現在） 

大阪狭山市 一般行政職 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分 

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分 

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分 

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

 退職前５年間の役職に応じた調整額 

 
1 人当たり 

平均支給額    0 千円      0 千円 

（支給率）  自己都合    勧奨・定年 

勤続２０年 ２３．５ 月分 ３０．５５月分 

勤続２５年 ３３．５ 月分 ４１．３４月分 

勤続３５年 ４７．５ 月分 ５９．２８月分 

最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分 

 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

 退職前５年間の役職に応じた調整額 

 
1 人当たり 

平均支給額   10,481 千円  28,116 千円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額です。 

ウ 地域手当（１９年４月１日現在） 

支 給 実 績（１８年度決算） １０，７５５千円 

支給職員１人当たりの平均支給年額（１８年度決算） ５１２千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率) 

全地域 １０％ ２１人 １０％ 

エ 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 

支給実績（１８年度決算） ０千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） ０ 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度） ０．０ ％ 

支給職員数（１９年４月１日現在）        ７ 人 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年４月１日現在）     ３３．３ ％ 

支給職員１人当たり平均支給月額（１９年４月１日現在）     ２，０００円 

手当の種類（手当数）       ２ 種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対 
する支給単価 

徴収手当 徴収業務に従事した職員 徴収業務 日額 ２００円 

危険手当 危険業務に従事した職員 毒物及び劇物取締法に規定する

薬品等を使用して行う作業 日額 ５００円 



オ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（１８年度決算） １，７５２千円 

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） ８３千円 

支 給 実 績（１７年度決算） １，８６６千円 

職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） ７５千円 

カ その他の手当（１９年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との異同

一般行政職

の制度と 

異なる内容

支給実績 

(18年度決算) 

支給職員1人当たり

平均支給年額 

(18年度決算)

扶 

養 

手 

当 

配偶者         13,000円 

配偶者以外の扶養親族のうち 

2人まで 6,000円 

（扶養親族でない配偶者がある場合その

うち1人については、6,500円） 

3人目以下        5,000円 

（ただし、配偶者のない職員の場合には、

扶養親族のうち1人は11,000円） 

16歳から22歳の子がある場合の加算額  

1人につき 5,000円 

同じ  4,482千円 249,000円

住 

居 

手 

当 

借家・借間居住者 

家賃が 12,000 円を超え 23,000 円まで 

家賃額に応じて最高 11,000 円 

家賃が 23,000 円を超える場合 

 家賃額に応じて最高 27,000 円 

持家居住者 

自ら所有する場合   5,500 円 

（ただし、新築、購入の場合は、５年を

経過するまでは 8,000円） 

同じ  1,176千円 69,206円

通 

勤 

手 

当 

交通機関等利用者 

運賃が55,000円以下については運賃相当

額（６箇月定期券相当分支給） 

自動車等交通用具使用者 

距離に応じて2,000円～24,500円 

同じ  1,359千円 79,955円

管
理
職 

手 

当 

管理・監督の職にある職員の役職に応じ

て、36,000円～72,000円 
同じ  7,128千円 548,307円

休
日
勤
務 

手 
 

当 

休日勤務１時間につき勤務１時間当たり

の給与額に100分の135を乗じて得た額 
同じ  － 千円 －  円

 
④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 
水道事業職員の数値目標などについては、市の定員適正化計画に含まれています。 

 
 
 



大阪狭山市技能労務職員等の見直しに向けた取組方針について 

１ 現状 
① 職種ごとの人数、平均年齢、平均給与及び民間従業員 

公         務         員  
区 分 

 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 
（国ベース） 

大阪狭山市 ４１．８歳 ２５人 ３２２，５００円 ３９６，７７８円 ３９１，６８７円 

うち清掃職員 ３５．２歳 ８人 ２７８，１５０円 ３５８，０６２円 ３４２，１５３円 

うち学校給食調理員 ４３．８歳 １１人 ３４４，６２７円 ４１６，２９５円 同 左 

うち校務員 ４０．２歳 ４人 ３０４，８００円 ３８９，５７０円 同 左 

うちその他 ５９．０歳 ２人 ４１３，６００円 ４５８，７１０円 同 左 

大 阪 府 ４７．３歳 ― ３２３，２４２円 ４０７，６９０円 ３７７，４５７円 

国 ４８．８歳 ― ２８７，０９４円 ― ３２０，５１４円 

類似団体 ４７，０歳 ― ３３１，１５５円 ３９１，１３９円 ３７１，７１０円 

 
 

 ※ 「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の給料月額の平均です。 

民            間 

対応する民間の 
類似職種 

平均年齢 平均給与月額 

廃棄処理業従業員 ４３．３歳 ２９９，８００円 

調理士 ４３．１歳 ２６０，５００円 

用務員 ５３．９歳 ２２７，２００円 

 ※ 「平均給与月額」とは、給料月額と扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当などの 
全ての諸手当の額を合計したものです。 

  ※ 「その他」とは、保育所調理員をいいます。 
 ※ 民間のデータは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。 
  （平成１６年から平成１８年までの３ヵ年の平均） 
 ※ 市の技能労務職員の職種と民間の職種などの比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態などの点にお 

いて完全に一致しているものではありません。 
② 年齢別職員数 

区 分 

20 歳 

 

23 歳 

24 歳 

 

27 歳 

28 歳 

 

31 歳 

32 歳

 

35 歳

36 歳

 

39 歳

40 歳

 

43 歳

44 歳

 

47 歳

48 歳

 

51 歳

52 歳 

 

55 歳 

56 歳 

 

59 歳 

60 歳

以上
計 

清掃 

職員 
- - ２人 ３人 ３人 - - - - - - ８人

学校給食

調理員 
- - - ４人 - ２人 ２人 １人 - ２人 - １１人



校務員 - - - ３人 - - - - - １人 - ４人

その他 - - - - - - - - - ２人 - ２人

合計 - - ２人 10 人 3 人 2人 2人 1人 - 5 人 - ２５人

 
③ その他給与に関する事項 
 ア 給料表 
  行政職給料表（一）を適用 
 イ 特殊勤務手当 

 
名   称 

 

 
支   給   要   件 

 
支  給  額 

 
死獣処理手当 
 

犬、猫その他これらに類するものの死体の処理作業

 
に従事した職員 

 
１回につき ５００円 

 
危険手当 
 

交通を遮断することなく道路上で行う作業に従事し

 
た職員 

 
１回につき ５００円 

 ウ 昇給基準 
  毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号給を標準として昇給 
  ただし、５７歳を超える場合は、２号給 
２ 基本的な考え方 

  □ 職員の給与に係る各種制度などについて、国家公務員の給与の状況を踏まえ、府及び府内市町村との 
   均衡を考慮しながら、市民の理解が得られるよう適正化に努めます。 
  □ 特に技能労務職員の給与については、国の同種の職員の給与を参考にするとともに、民間の同種の職 
   種に従事する者との均衡にも考慮しながら、適正な給与制度の運用に努めます。 
３ 具体的な取組内容 
（平成１７年度） 

 □ 特殊勤務手当について、給食業務手当を廃止するとともに、支給方法を月額から日額に見直しを行っ 
た。 

 □ 退職時の特別昇給の廃止を行った。 
 □ 住居手当の一律支給の廃止を行った。 
 （平成１８年度） 
 □ 給与構造改革の実施により給料水準の引下げ、枠外昇給制度の廃止、５７歳以上の職員の昇給抑制を 

行った。 
  
４ その他 
 □ 退職不補充 
□ 給食調理業務の一部民間委託の検討 
□ 職種変更の検討 
 
 


